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Ⅲ－２．緊急連絡網

緊急連絡網とは、地震災害時等の緊急事態発生時に逸早く、「どのような順番で、

誰がどこに連絡するのか」を定めた連絡ツールです。 

これにより、迅速な情報の収集や共有ができ、安否確認もその一つであり、従業員

やその家族の安否情報を知るための手段ができます。 

このことから、「誰がどこに連絡するか」及び対応内容を常に整備する必要性があ

ります。 

１ 緊急連絡網の目的

緊急連絡網の主な目的は、「情報共有」、「情報の迅速な伝達」、「迅速な対応」

であり、具体的な行動を次に示します。 

（１）災害対策組織の迅速な設置と行動 

（２）本社及び全事業所、関係企業への迅速な情報伝達 

（３）関係官庁等外部通報連絡の迅速な対応 

（４）従業員やその家族の迅速な安否確認 

（５）夜間・休日の呼出し体制の迅速な対応 

（６）顧客への迅速な情報提供 

２ 緊急連絡網の伝達手段

緊急連絡をするときの伝達手段にはいくつかの種類があり、それぞれのメリッ

ト・デメリットを押さえ、適切な方法を取り入れるとよいでしょう。 

なお、緊急連絡網で取り扱う氏名、電話番号、メールアドレス等は個人情報にあ

たりますので、個人情報保護法の規制に留意する必要があります。 

（１）電話連絡は最も簡単なやり方ですが、緊急時は電話がつながりにくくなる場合

があります。 

（２）災害時優先電話は、災害等で電話が混み合って発信規制や接続規制といった通

信制限がかかっても、制限を受けずに発信や接続を行うことができます。 

（３）メーリングリストを使うと簡単に一斉メールが送信できます。 

（４）チャットシステム（例：ＬＩＮＥ）は一度に複数の相手と連絡が取れます。 

（５）文書・掲示板等でも情報共有ができます。 

（６）安否確認システム等は、ワンタッチで緊急連絡メールの一斉送信ができます。 

３ 従業員等の安否確認

人命救助や従業員の安否確認をまず優先すべきであり、全従業員等の所在や怪我

の有無等の安全確認と、業務の継続は可能か等の確認情報をもとに、速やかな事業

活動の継続復旧にとりかかることができます。 
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《事業所内の安否確認》

（１）従業員、派遣社員、協力会社員、外来者等、事業所内にいる全ての人の安否

確認方法を定めます。 

人命救助や設備の一次対応後に安否確認情報(人員点呼、負傷者の有無、負

傷程度、救護所への移動の可否等)を災害対策組織に伝えることを「従業員の

行動基準」の中に定めておきます。また、協力会社員や外来者の安否確認方法

(入退場記録の活用や工事発注部署／作業委託元部署から災害対策組織に伝え

る等)についても定めておきます。 

（２）一次避難後の安否確認、二次避難後の安否確認、津波避難後の安否確認方法

を定めておきます。 

（３）放送等の通信手段で、事業所内にいる全ての方に安否確認を周知します。 

《事業所外の安否確認》 

（１）従業員やその家族の安否確認方法を定めます。例えば、自宅や出張先で地震

に遭遇した場合、震度５弱以上で確認システムに入力する様に定めること等。 

（２）被災事業所では安否確認対応が不可能な場合も想定し、外部インフラの利用

を定めておく必要があります。 

外部インフラの例 

・ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル（１７１）、携帯電話災害用伝言板サービス等 

・民間企業等が提供する安否確認システムの導入（３２ページのｈ．参照） 

（３）安否情報提供 

災害対策組織の仕組みの中に安否情報収集機能を定めておきます。 

また、社外（家族、顧客）からの問い合わせに対応するために被災地以外に

情報センター機能を設けることも必要です。  

４ 緊急連絡網の整備

緊急連絡網は常に最新版に整備しておく必要があり、人事異動等で連絡先が変更

した場合は、速やかに修正する必要があります。 

《事業所内の連絡網》 

（１）緊急事態発生及び災害対策本部設置等の第一次連絡手順を定めます。 

ア 連絡網の発信担当を定め、その代行順位含め、平日昼間・夜間・休日の対

応を行います。 

イ 事業所内にいる人に緊急事態を知らせる方法として、放送やサイレン吹鳴

等の簡易伝達手段も検討整備します。 

ウ 緊急地震速報Ｐ波、工場地震計Ｓ波の発生自動連動放送等にて迅速な災害

対策組織が発足出来る組織連絡網を定めておきます。 
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（２）通信システムの複数化 

 緊急連絡網の伝達として、放送設備、内線電話、有線電話、携帯電話、衛星

電話、無線、緊急情報伝達システム、Ｗｅｂ等の準備を考慮しておきます。 

《事業所外の連絡網》 

（１）事業所外の緊急連絡網を明確に定めておきます。 

ア 本社と全事業所との緊急連絡網を夜間・休日も含めて明確に定めておきま

す。 

イ 緊急連絡網の中に関係官庁、医療機関等の連絡先も定めておきます。 

（２）事業所外にいる従業員への連絡網について整備します。 

出社可能な従業員の緊急呼出し網を整備し、迅速な出社が出来る仕組みを定

めます。例えば、震度５弱以上で緊急情報伝達システム（おつたえ君等）に事

前に登録した連絡先に異常事態の内容（音声ガイダンス）を、自動で通報する

と共に、受信者の出社呼出しを行う等。 

（３）通信システムの複数化 

災害時優先電話や社内の内線は最後まで利用可能と考えられますが、衛星携

帯電話等の設備も検討して複数の通信システムを設置しておきます。 

５ 外部通報等

事業所は、関係官庁や顧客、近隣住民に対して可能な手段を用いて安否情報や被

害状況を通報等することが必要です。 

《関係官庁への通報》 

（１）被害状況の通報 

大規模地震時には行政機関に応援を求めることは困難であり、主に事業所の

災害状況や安否情報の伝達が主体になります。 

ア 地震／津波発生時は石油コンビナート等災害防止法に基づき作成された、

神奈川県石油コンビナート等防災計画により、石油コンビナート施設等被害

状況調査表を川崎市消防局へＦＡＸ（震度５弱以上）します。 

イ 従業員の人命救助に関しては通信手段よりも病院等への搬送手段が問題と

なります。また、診療所等を整備している事業所との相互応援等も検討して

おきます。 

ウ 関係官庁の通報連絡先を明確にしておきます。 

（２）情報収集と提供 

行政機関への直接の問い合わせは基本的には困難です。テレビやラジオ、イ

ンターネットによる情報収集を前提にしておきます。 
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《顧客への対応》 

発災事業所での顧客対応は基本的には不可能であり、対応窓口を本社部門にす

ることを考えておく必要があります。 

《近隣住民への対応》  

近隣住民については、日常から避難方法や情報提供の方法、事業所内の診療所

開放や食料備蓄や避難場所についてもあらかじめ情報提供しておくのもよいでし

ょう。 

６ 各種連絡網と通信システムの参考例

ａ．緊急連絡網（例） 事業所 緊急通報連絡系統図（平日昼間） 

ｂ．緊急連絡網（例） 事業所 緊急通報連絡系統図（夜間・休日） 
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ｃ．緊急連絡網（例） 本社 緊急通報連絡系統図（事業所災害の場合） 

ｄ．緊急連絡先（例） 関係官庁連絡先 
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ｅ．緊急連絡先（例） 石油コンビナート施設等被害状況報告連絡系統図 

ｆ．通信システム（例） 衛星携帯電話 
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ｇ．通信システム（例） 緊急情報伝達システム 

ｈ．通信システム（例） 安否確認システム 
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ｉ．通信システム（例） 災害用伝言ダイヤル（１７１） 
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≪チェックポイント≫ 

 ・事業所内の安否確認 

□１. 従業員、派遣社員、協力会社員、外来者等、事業所内にいる全ての人の安否確認

方法を定めているか 

□２．一次避難後の安否確認、二次避難後の安否確認、津波避難後の安否確認方法を定

めているか 

□３．放送等の通信手段で、事業所内にいる全ての方に安否確認を周知するよう定めて

いるか 

・事業所外の安否確認 

□４．従業員やその家族の安否確認方法を定めているか 

□５．被災事業所で安否確認対応が不可能な場合も想定して外部インフラの利用を定め

ているか 

□６．災害対策組織の仕組みの中に安否情報収集機能を定めているか

 ・事業所内の連絡網 

□７．緊急連絡網は常に最新版に整備しているか 

□８．災害対策組織、災害対策本部設置等の第一次連絡手順を定めているか 

□９．非常通信システムを複数化しているか 

 ・事業所外の連絡網 

□10．本社と全事業所との緊急連絡網を夜間・休日も含めて明確に定めているか 

□11．緊急連絡網の中に関係官庁、医療機関等の連絡先を定めているか 

□12．自動緊急呼出システム等の仕組みはあるか 

 ・外部への通報 

□13．関係官庁への通報手段を明確にしているか 

□14．情報収集はテレビ、ラジオ等を最大限に利用出来る状態になっているか 

□15．顧客からの問い合わせに、対応出来る仕組みになっているか 

□16．近隣住民へは災害時の対応について情報提供をおこなっているか 


